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総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会原子炉安全小委員会

第２８回もんじゅ安全性確認検討会（平成２３年２月２５日開催）

議事録

○日 時： 平成２３年２月２５日（金） １３：００～１５：００

○場 所： 経済産業省 別館３階３４６第４特別会議室

○出席者： （敬称略、五十音順）

主査 大橋 弘忠

委員 岩井 善郎

〃 神田 啓治

〃 菊地 義弘

〃 齊藤 正樹

〃 中安 文男

〃 仁田 周一

〃 橋詰 武宏

〃 福長 恵子
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○山本検査課長 それでは、定刻でございますので、ただいまから「第 28 回もんじゅ安全

性確認検討会」を開催したいと存じます。

委員の皆様におかれましては、本日は、御多様の中、御出席いただきまして誠にありが

とうございます。

開会に先立ちまして、まず、定足数の確認をいたします。本検討会の所属委員 15 名に対

して、現在９名の方の御出席をいただいております。過半数を超えておりますので、定足

数を満たしていることを御報告いたします。

それから、冒頭の取材のカメラ撮りでございますが、議題に入るまでといたしますので、

取材の方は、よろしくお願いいたします。

それでは、大橋主査、よろしくお願いいたします。

○大橋主査 それでは、御参集ありがとうございます。今日はものすごい陽気で、20 度に

近くなりそうなんですけれども、汗だくでまいりました。それでは、これから２時間予定

しております。よろしく御審議お願いします。

最初に、配付資料の御確認をお願いします。

○山本検査課長 それでは、配付資料を確認させていただきます。

お手元の資料に座席表がございますが、そのほかに議事次第と、それから、配付資料一

覧ということで、第 28－１－１～第 28－１－５までございます。

まず、資料 28－１－１ですが、原子力機構の資料で「『もんじゅ』の現状と安全管理の

強化」でございます。

資料 28－１－２は保安院の資料でございます。「もんじゅに係る対応状況と今後の方

針」というものでございます。

資料 28－２－１は「40％出力プラント確認試験に向けた設備健全性確認について」とい

うことで、機構の資料でございます。

資料 28－２－２でございます。保安院と原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ）によります資

料でございます。「もんじゅに対する設備健全性確認状況について」というものでござい

ます。

資料 28－３は機構の資料でございますが、「炉内中継装置落下の対応状況と非常用ディ

ーゼル発電機Ｃ号機シリンダ割れについて」というものでございます。

資料 28－４は「40％出力プラント確認試験に向けた課題の対応状況」で、機構の資料で

ございます。

資料 28－５は、前回、第 27 回目、昨年の 10 月 20 日に開催した議事録でございます。

これにつきましては、委員の皆様の御確認をいただいてございますので、公表させていた

だいてございます。

そのほか、参考資料といたしまして、参考資料 28－１は、前回の資料でございます。

参考資料 28－２も同様でございます。

参考資料 28－３がプレス文でございます。これは中継装置の落下の関係でございます。
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同じく参考資料 28－４が、機構の資料でございますが、性能試験工程について。

最後に、参考資料 28－５といたしまして、非常用ディーゼルの傷についてのプレス発表

の資料でございます。

資料は以上でございます。

○大橋主査 ありがとうございました。

それでは、続きまして、議事の進め方について、事務局から御説明をお願いします。

○山本検査課長 本日の議題でございますが、議事次第をごらんになっていただければと

思います。まず、議題の１番目でございます「もんじゅの現状と安全管理の強化について」

につきましては、原子力機構から、もんじゅの現状と安全管理の強化を含めます今後の取

組み全体の概要について報告をいただき、私ども事務局からは、それらを踏まえた対応状

況と今後の方針について説明をいたします。

それから、議題の２でございます「水・蒸気系設備の健全性確認について」でございま

す。これは、原子力機構から同様に実施状況、事務局からは、保安院の検査の状況につい

て御説明をさせていただきます。

それから、議題の３番目「炉内中継装置落下事象等への対応」でございます。これは昨

年８月に発生した事象でございますが、これまでの対応状況、特に昨年末に発生いたしま

して、法令報告対象事象となっております非常用ディーゼル発電機のシリンダ割れについ

ても原子力機構から説明をいたします。

それから、議題の４番「40％出力プラント確認試験に向けた課題への取組」についてで

ございます。これについて、機構、保安院から説明をいたします。

それでは、最初にお願いをさせていただきましたように、カメラ撮りにつきましては、

ここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。カメラ撮りはここまで

でございます。よろしくお願いいたします。

議事の進め方は以上でございます。

○大橋主査 ありがとうございました。

今日は議題を４つ用意いただいていまして、現状について、水・蒸気系の確認について、

炉内中継装置の落下について、40％出力に向けた課題の取組となっていまして、個別の議

題について御説明いただいた後、御審議の時間をそれぞれに取って進めたいと思います。

それでは、議題１で「もんじゅの現状と安全管理の強化」ということで、まず、ＪＡＥ

Ａ殿から御報告いただきまして、続いて事務局から、それを踏まえた対応状況と今後の検

討について御説明をお願いして、その後、審議をお願いしたいと思います。よろしくお願

いします。

○近藤所長 １月より高速増殖炉研究開発センターもんじゅの所長になりました近藤でご

ざいます。私から、資料に基づいて御説明させていただきます。失礼ですけれども、座っ

て御説明させていただきます。

資料 28－１－１でございます。めくっていただきまして、目次の後、最初のページ、２
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ページ目と書いてあるところでございますが、御案内のように、もんじゅにつきましては、

昨年の５月に 14 年５か月ぶりに試運転の再開という段階を迎えました。２か月間の炉心確

認試験が終わりまして、その後、燃料交換を行い、いよいよ性能試験の第２段階でありま

す 40％出力プラント確認試験に向けての準備を行っているところでございます。

これは、もんじゅの歴史から見ますと、ゼロ出力での炉心確認試験から、いよいよ発電

炉としての発電を行うという 40％出力で、プラントの全系統を動かしていくという新たな

フェーズに移るということであります。したがいまして、もんじゅを建設段階から一歩進

めて、発電炉としてしっかりと取り組んでいくという新たなフェーズに移るという大事な

局面でございます。そういった意味で、昨年、炉心確認試験の後、御報告させていただく

中で、40％出力試験に向けて取り組むべき課題を６項目に整理して、そういったことに取

り組むことをこの場でも御説明したところでございます。

一方、炉心確認試験では使いませんでした水・蒸気系、そこはまさに 15 年ぶりに動かす

ということがありますので、設備点検を終え、現在、機能を確認するための再起動の準備

を行っているという段階に来ております。

そういった中で、昨年の８月に炉内中継装置（ＩＶＴＭ）の落下というトラブルが発生

して、これは必ずしも安全上重要でないという設備ではあったとしても、炉内での設備が

落下したということで、非常に重く受け止めておりまして、これに対する引抜き、あるい

は復旧に対する取組みを再重点の課題として現在取り組んでいるところでございます。

これにつきましては、そのままでは引き抜けないことがわかりましたので、どうやって

復旧するかについての全体計画を見直し、それに伴って昨年の 12 月に性能試験全体の工程

の見直しを行わせていただいたところでございます。

一方で、今年の１月にもんじゅに関わる敦賀本部の幹部の体制にも若干変更がございま

した。所長が私、近藤に代わりまして、敦賀地区担当の理事として、本部長代理の野村が

新たに就任しております。こういった新しい体制の下で、次のステップを今、目指してい

るところでございます。

先ほど申しましたＩＶＴＭにつきましては、原子炉格納容器の中の炉心の上部の狭いと

ころで、しかもカバーガスのバウンダリをちゃんとキープしながらやらなければいけない

という、非常に手順が難しい作業ということもありまして、そこら辺の作業手順、あるい

は安全の確保という観点で、御確認いただくための有識者の検討委員会をつくってござい

ますし、内部的にも専任のチームをつくって、強力な体制でこれをやっているところでご

ざいます。その辺の進捗状況、あるいは 40％出力に向けた水・蒸気系の準備の状況、そう

いったことについても後ほど資料で別途御説明させていただきたいと思います。

もう一つ重要な点が３ページ目でございます。そういった中で、昨年末から今年の１月

にかけて、幾つかトラブル、あるいは不具合が生じております。後で御説明しますが、す

べてが安全上重要というわけではないんですが、こういった不具合の中には、基本的な安

全動作がちゃんとできていないというふうな初歩的なものが含まれていたということがあ
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りまして、これは非常に重要と判断しておりますので、１月になってから２度ほど現場を

止めまして、本当にこれで大丈夫かというふうな点検作業を行いまして、確認した上で進

めることも行っております。水・蒸気系の設備の機能確認試験も、そういうものを経て行

っておるわけでありますし、ＩＶＴＭの準備作業についても、そういった作業の十分な確

認を行った上でやっておるわけでございます。

一方で、不具合等につきましては、要因の分析を個々に行っているわけですが、一つひ

とつ原因をつぶしていけばいいということではなくて、併せて水平展開を図りながらとい

うことで、共通要因的なものを拾い出して、そういったものに対しての体系的な取組みを

今、目指そうとしているということでございます。そういったことを 40％試験に向けた準

備作業の中で同時に行っていこうというのが全体の流れでございます。

いずれにしましても、現在、全体の品質保証体系の中でＰＤＣＡサイクルを回しながら

という中で、新たに安全の強化を行うというステップを追加することによって、ＰＤＣＡ

のサイクルを自らより深めていくような形で、40％に向けて継続的に改善活動を行ってい

くというのが全体の方針でございます。

４ページ目は口頭で御説明いたしましたので、飛ばさせていただきます。

５ページ目でございますが、年末から年始にかけての幾つかの不具合の部分でございま

す。数で行きますと９項目ぐらいございました。１件１件どうかというよりも、先ほど御

説明しましたように、幾つか類型化しまして、体系的に手を打てないかということをやっ

ています。

１つは、現場の作業レベルでの作業の管理、あるいは作業手順、そういったものに関す

るミスが幾つかございました。

２番目には、もんじゅの場合、多くの作業をメーカー、あるいは、いろんな協力会社に

契約で行ってもらうわけですが、品質保証で言うところの調達管理上の分野で不備がなか

ったかどうか、そういった観点もございます。

それから、基本的な安全動作という話をしましたが、そういったところは根本的に現場

の働いている人たちの意識面での問題も若干強化していかなければいけないんではないか

という問題認識を持っています。

それから、全体に俯瞰して、経営層も含めて、もんじゅの運営管理全体について、より

現場と経営が一体となって取組みを強化しなければいけないんではないかということでご

ざいます。

２点補足しますと、数は多いんですけれども、法令等に基づいてきちんと報告するよう

な事象は９件中１件、ここで言いますと、２のところに書いてある非常用ディーゼル発電

機の故障というものがございますが、残りのものは軽微だという言い方はしませんが、そ

ういう部類のものでございます。ただ、基本的な安全動作というのは現場にとって非常に

重要ですので、そこのところはきっちりやっていきたいということでございます。

そのために行うのが安全管理の強化という取組みでございまして、６ページ目、７ペー
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ジ目に整理して書いてございます。もんじゅについては、事故以来、いろんな安全向上の

活動をやってきて、平成 20～30 年にかけては、品質保証の体系をきちっと組み立てるため

に行動計画というものをつくってやってきたということがあって、なぜ今更安全管理の強

化だということをよく言われることもあるんですけれども、システムができて、体制は整

ってきたんだけれども、具体的に現場の作業が並行していろいろ行われている段階になっ

てくると、基本に立ち返って、こういったことは自ら問い直して進化させていかなければ

いけないということで、これはまさに自立的にＰＤＣＡを回し、改善活動を続けるという

ことの一環として、言葉としては平易でありますけれども、そういったことを継続してや

っていくということを、この際、改めて一丸となってやっていくという取組みでございま

す。

具体的な内容でありますが、６ページ目の１として、作業管理・作業手順に関する改善

ということで、幾つか、点検のために一部の機器を止めるというふうなアイソレーション

の作業が必要になってまいりますが、それのチェック漏れということがございました。こ

れについては、若い人とか、人の交代が多いものですから、そういったところにアイソレ

ーションをよく知っている経験者に入ってもらってチェックするという確認のシステムを

設けました。それから、新たな作業とか、余り経験のない作業については、関係者がもう

少しじっくり議論した上で作業要領書の完成度を高めるという取組みも始めております。

それから、調達管理につきましては、メーカー等に頼むときに、②に書きましたが、メ

ーカーの関係者と私どもの関係者、責任者が一体となって集まって議論するような場もも

っと増やしていきましょうといったこと。それから、現場の作業についても、重要な、管

理すべきポイントには必ず立ち会うようにということをやっております。

１番、２番の活動は、トラブルが起こっているからチェックを入念にやればいいという

ことだけではなくて、これは即効的には効果があると思っておりますけれども、もっと大

事なことは、こういったことを地道にやることによって、私どもの現場で働いている人た

ちの教育とか、あるいは、こういった活動を通じて、知識、力量のアップ、そういったこ

とにつながることが重要でありますので、時間がかかるものではありますけれども、こう

いったことを地道に積み上げていきたいということでございます。

それから、７ページ目の３でございます。「安全意識の改善」という平易な言葉ではご

ざいますが、これは地道にやり続けるしかないということがあります。①では、月に１回、

もんじゅで安全朝礼をやっておりますが、１月にトラブルが続いたということで、臨時の

集会を開いてトップの意向を伝えるということも行いましたし、２月には本部長のメッセ

ージも出しました。それから、多くの働いている関係者が一体化するということが大事で

すので、協力会社、メーカー、そういったところとの情報共有を今まで以上にやるという

ことと、ある会社で何か問題があったときに、即その問題をほかの会社にも共有していた

だいて、ほかの会社にも水平展開していただくという仕組みも今まで以上に強化いたしま

した。
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それから、安全管理の強化の活動の重要な柱が、現場の作業レベルでの改善だというお

話をしましたけれども、これを実効的なものとしていくために、トップダウンであれしろ、

これしろというだけではなくて、現場の担当者が自らの抱えている問題を自ら解決すると

いうことを併せて行うことが重要ということなので、その辺のコミュニケーションで具体

的な改善項目の活動を今、検討中でございます。

最後には、経営層の関与ということで、本部長自ら膝詰めで現場の方と話をするという

ことも行っていただいていますし、管理を強化するだけではなくて、よいところはほめて

やろうということも併せてやろうとしているところでございます。

最後に、８ページ目でございますが、こういったことを続けて、いよいよ次の段階の 40

％プラント出力試験に向けての取組みでございます。ここのポイントは、次のフェーズに

向けて、いよいよ発電システムとしてもんじゅの信頼性を実証していくというフェーズに

なることを十分意識した上で、そのために水・蒸気系を実際に動かして機能を確認すると

いうことを今、やろうとしていること。それから、トラブルで顕在化した問題については、

いろんな取組みの強化を併せて行うということで、品質保証のＰＤＣＡサイクルを一歩進

めるというか、一歩深めるというか、そういうことを行っていくということでございます。

次の６項目は、実は、前回の検討会で御議論された 40％に向けての取組みの活動項目で

あります。この辺の状況については、４番目の資料で御説明させていただきたいと思いま

す。

いずれにせよ、当面は炉内中継装置の復旧のための取組みを最優先ということで、併せ

て 40％までにやるべき作業がありますので、その辺についても、きちんと安全確保を最優

先にしてできるようにということで、プロジェクト管理をしっかりやっていって、基本的

な姿勢としては、何か大きなことがあれば、そのまま進めるということではなくて、必ず

立ち止まって、その時点でできるかどうかをきちんと確認して、必要に応じて見直しを行

っていくということをやっていきたいと思っております。

以上でございます。

○大橋主査 ありがとうございました。

御説明で、いろいろトラブルがあって、こうやってやっていく、こうやってやっていく

というフィロソフィカルな面がほとんどだったように思います。委員の先生方は、私も含

めて、何が起きたか知りませんので、14～ 17 ページで、どんなトラブルが起きたかを、大

変申し訳ありませんが、２～３分で紹介してもらえませんでしょうか。

○近藤所長 わかりました。参考資料が後ろに付いていますけれども、「最近のトラブル

について」ということで、14 ページ、15 ページを見ていただきたいと思います。９項目あ

るかと思うんですが、12 月ごろから１月まで、約１か月半の間に起こったものでございま

す。

１件目は、燃料交換した後、燃料を貯蔵しておく炉外燃料貯蔵槽、ＥＶＳＴというのが

ありますけれども、ここの漏えい検出器の電源が切れてしまったという事象がありました。
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この原因は、電源電圧を計測するときに使ったマルチメータという計測器が、仕様から外

れているものを使っていた関係で不具合が生じたということでありました。単純なミスで

ありますけれども、この辺はきちんと規格に合ったものを使っていかなければいけないと

いうことでございます。

それから、12 月 21 日は、もんじゅの使用済燃料を運ぶための輸送キャスクというもの

がありまして、今、運んでいるわけではないんですが、年に１回点検をすることになって

おりまして、その点検作業のときの仮設の照明の蛍光灯を設置したところ、蛍光灯のカバ

ーが下のプールに落ちたという単純なミスでありますけれども、その辺は落下防止をちゃ

んとやっていかなければいけないということが出ております。

それから、12 月 27 日には、年末ですけれども、もんじゅは 275ｋＶ２回線が基本的な電

源なんですが、バックアップ的に 77ｋＶの電源も持っております。これは北陸電力の下で

運営しているものなんですけれども、遮断するという操作が入ったときに、誤って短絡さ

せてしまったということがありました。これはオペレーターの作業手順のミスが原因であ

りまして、現在これはもう復旧しておりますが、人為的なものもありますので、今後の改

善は慎重にやっていくというところがございます。

それから、12 月 28 日には、これは法令報告の対象になっているものでありますが、非

常用ディーゼル発電機３系統あるうちのＣ号機の 12 機あるシリンダのうちの８番目のシ

リンダでひび割れが発生いたしました。これは、ディーゼル発電機がたくさんある中で、

余り先例がないということもありまして、現在、原因究明のためのいろんなことをやって

おりますので、その辺が明らかになった時点で報告もまとめますし、水平展開、あるいは

対策として行うべきことがあればやるということでございます。

それから、１月 13 日でありますが、ＥＶＳＴの計器点検のためにアイソレーションをや

ろうとしたところ、アイソレーションの見落としがあって、ポンプを停止してしまったと

いうことでございます。ほとんど発熱がない系統なので、安全上の問題はなかったんです

が、アイソレーションのミスということで重要視しているということでございます。

１月 14 日は、作業員が管理区域に入るときは必ずアラームメータを携帯して入らなけれ

ばいけないというルールがあるわけですけれども、それを忘れてしまったということがあ

りました。これは基本安全動作の不徹底ということなので、管理区域に入るすべての方に

こういったことは注意喚起しているということでございます。

それから、１月 19 日、給気ファンのダンパの故障がありました。これは単純な故障でご

ざいましたので、すぐ復旧して終わっているものでございます。

それから、１月 26 日、２次系ナトリウム漏えい検出設備故障警報が鳴りました。これは

異常があって鳴ったということではなくて、計測値が時間とともにドリフトしていって、

あるところに検出限界というか、瞬時的に上限を超えたというものでありまして、これは

設備の故障でもないし、計測系のドリフトが原因ということでありますので、そこら辺の

設定値の調整ということで対応しているところでございます。漏えい警報ではないんです
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が、漏えいに関わる警報が鳴ったということで重要視しているということでございます。

最後、１月 27 日は、ＥＶＳＴの本体ではなくて、プラグを交換するための別のオフライ

ンの装置があって、そこにリークチェック用の配管が取りつけてあるんですが、これが外

から見えないところに取りつけてあったという関係で、気がつかないで、その配管をちぎ

ってしまったという操作ミスでありました。これは、作業手順書でそういったことがきち

んと書かれていなかったというところが原因です。

以上、簡単な御説明でありますが、そういったことを受けて、共通的に、現場の作業要

領、あるいは作業手順においてのチェックが足りなかった。それから、アイソレーション

については、より入念にチェックをしなければいけなかったという、そういったことを切

り出して共通的に対策を講じているということでございます。

○大橋主査 ありがとうございました。

それでは、続きまして、事務局から御説明をお願いします。

○原山新型炉規制室長 それでは、資料 28－１－２に基づきまして御説明申し上げますが、

関連する資料といたしましては、参考資料 28－１の設備健全性確認の進め方、それから、

参考資料 28－２の 40％出力プラント試験に向けた確認検討の進め方についても併せてお

手元に御準備をいただきたいと思います。

それでは、資料 28－１－２「もんじゅに係る対応状況及び今後の方針」という保安院の

紙に基づきまして御説明を申し上げたいと思います。

まず、先ほど原子力機構から説明がありましたが、安全管理強化に係る確認についてで

ございます。年末年始に続けてトラブル、不具合等が発生したわけでございます。１件、

ＤＧの件は法令報告、それ以外は法令未満の事象でございましたけれども、それらが続い

ているということで、原子力機構が一旦立ち止まって、安全管理強化の対策を検討すると

いう状況が本年の１月後半の状況でございました。

今日も現地に駐在しております森下統括管理官が出席しておりますが、私から森下管理

官や、あるいは敦賀事務所の検査官に、現場の状況をよく見て、もんじゅの幹部と意見交

換をしてほしいというふうに指示をいたしまして、その報告では、もんじゅにおいての設

備点検等のいわゆる業務が本格化、立ち上がってきている中で、そういう現場作業が若干

交錯している部分もあるのではないかという報告を受けております。

その中で、私から、もんじゅの幹部に対しましても、現場の状況、現場作業の在り方等

について、もう一回よく見て、安全最優先という点を認識しながら、安全管理強化策につ

いては検討をしてほしいというような意見交換をいたしました。その結果、原子力機構で、

先ほど説明がございましたとおり、現場に目を配り、現場の作業状況を踏まえた安全確保

を最優先にという方針の下、そういう問題意識の下、行動計画を策定し、取組み中である

ということでございます。

これにつきましては、原子力機構が一旦立ち止まって延期をしておりました水・蒸気系

設備に通水して行います機能検査を原子力機構が開始しようとするときに当たりまして、
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当院で以前から開始しております設備健全性確認の立入検査をこの際に行いました。そこ

において、先ほど説明があったような基本方針をもんじゅ所長から直接聴取し、行動計画

について取組み中であることを確認いたしました。

この行動計画の実際の実施状況につきましては、２に次回の保安検査が書いてございま

すけれども、次回の保安検査は３月に予定をしておりますが、その中で確認していこうと

思っております。２にありますとおり、次回保安検査では、行動計画の実施状況や、もん

じゅ所長は交代しまして初めての保安検査でございますので、その安全管理に関するマネ

ジメントについてインタビューをさせていただいて、その状況、あるいは意見交換、ディ

スカッションしてまいりたいと思っております。また、不適合管理、調達管理について、

安全文化醸成について、こういったことを検査項目として実施をしてまいりたいと思って

おります。

３番目に、設備健全性確認でございます。現在、原子力機構は 40％試験に向けて設備健

全性確認を進めておるわけでございますが、先ほど関連する参考資料として申し上げまし

た参考資料 28－１、これは昨年６月に本委員会に御報告いたしました、当院として、設備

健全性確認の進め方の方針でございます。範囲といたしましては、使用前検査対象設備、

更に、その中から重要なものを挙げまして、後ろの方にリストも載ってございますが、こ

れに対して、長期停止の観点から、点検の状況を立入検査で、あるいは取替え等を行った

ものについては使用前検査を行うという方針を立てておりましたが、その確認を続けてき

ております。

また資料 28－１－２に戻っていただきたいんですが、その裏のページにございますけれ

ども、その点検に対しましては、水・蒸気系の分解点検等の機器レベルの点検については、

昨年の７月から始めました検査を４回行っておりますが、11 月までに確認をしておりまし

て、１で触れました第５回、これは２月に行っておりますが、通水して行う試験の開始に

当たって、点検の準備の確認、それから、まさに開始された循環水系ポンプの試験に立ち

会いを行いまして、手順に基づき行われていることを確認いたしました。この設備安全性

点検につきましては、次の第２の議題において、もう少し詳しく御報告させていただきた

いと思います。

４番目に、炉内中継装置落下に対する確認でございます。炉内中継装置の落下につきま

しては、原子力機構が昨年の 11 月に遠隔目視の検査の結果、法令に基づく報告ということ

で、改めて報告がなされております。現在、その原因・対策については原子力機構が検討

中でございますので、報告として、その結果が上がってくるということで、内容を今後、

保安院としては確認をしてまいりたいと思っております。

また、この炉内中継装置の引抜・復旧工事の計画につきましては、原子力機構が昨年の

12 月に、この計画は保安規定に基づく特別な保全計画を策定して、それに基づいて行うと

いう方針を出しておりますので、当院としては、その計画において、原子炉安全の上での

確保策が講じられることになっているかを確認してまいります。この計画も原子力機構で
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今、詳細を検討中ということでございます。

５番目には、こういったトラブル対応以外に、40％出力プラント試験に向けての課題、

これは昨年 10 月に原子力機構から、炉心確認試験結果報告の中で、40％試験に向かっては

こういう課題があるということで、６つの柱を立てて、合計で 30 弱ぐらいの課題を整理を

いたしております。

それに対して、参考資料 28－２の１枚紙がございますが、これは昨年 10 月の検討会で

御報告させていただいたものでございますけれども、原子力機構が報告した課題について

は、必要なものが含まれていると保安院でも考えております。今後、これらの課題が原子

力機構から順次対応策が示されることになっておりますので、当院としても、それを順次

確認し、それごとに検討会にも御報告を申し上げていきたいと思ってございます。現在、

原子力機構から具体的にまとまったというものはまだ出てきておりませんで、検討中とい

うことでございます。その検討状況につきましては、最後の４番目の議題で原子力機構か

ら報告がございます。

また、この確認におきましては、特に技術的専門性の必要な事項については、ＪＮＥＳ

による検討も行っていただいていて、そういう結果とも併せて、当院として確認を進めて

まいりたいと思っております。

以上でございます。

○大橋主査 ありがとうございました。

それでは、後の議題は少し御紹介いただいてというようなニュアンスですので、ここで

時間を取りまして、これに関する御意見をいろいろお伺いできればと思います。よろしく

お願いします。

齊藤先生、よろしくお願いします。

○齊藤委員 炉内中継装置のみならず、年末年始にかけて、こういう連続的なトラブルが

起こったというのはびっくりしているんですけれども、１つ教えてほしいんですが、これ

は長期的にもんじゅが止まっていたから、いわゆる経年変化的なものではないかどうかを

お聞かせいただきたいんです。

ＪＡＥＡが分析して、今日、御報告いただいたのは、手順書のトラブルとか、あるいは

安全意識を改善する必要があるとか、あるいは管理、経営層を含めて強化をしたとかとい

う分析をされていると思います。私がちょっと心配しているのは、経年変化というのはや

むを得ないところもあるかもしれませんが、もう一つ大事なのは、ＪＡＥＡという組織は

新しい技術開発をやっていく集団であって、経営力、管理能力というのも勿論重要なんで

すが、技術力が少し低下しつつあるんではないかという懸念を持ち始めています。本当に

手順書を変えればこういうものが起こらないのか、管理職の強化をすればいいのか、ちょ

っと疑問を持ち始めていまして、例えば、ベテランの人たちが最前線でやっていたのがど

んどん退いていっている。技術集団、開発集団であるという自覚が少し見えていないんで

はないか。
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何を申したいかといいますと、全社を挙げて、技術力アップ、特にもんじゅの立ち上げ

に向かって技術力をどう上げていくかという辺りが非常に重要なポイントになってくるん

ではないか。勿論、トラブル対応して、すぐ通報しないと怒られるとか、こう言うと誤解

があるかもしれないけれども、それも大事なんですけれども、例えば、炉内中継装置を見

ても、言ってみれば非常に単純な原因があったわけです。それを見抜けなかったというか、

集団的な思い込み現象だと私は思うんですけれども、それも技術の１つであって、技術力

をいかにキープしていくか、あるいは向上していくかという辺りが非常に重要になってく

るんではないかという感想を持っております。

以上でございます。

○大橋主査 ありがとうございました。

関連して御質問、御意見がもしあれば、お伺いしてからと思うんですけれども、いかが

でしょうか。では、中安先生、その次に仁田先生という順でお願いします。

○中安委員 体制を強化されたということは非常にすばらしいことだと思うんですけれど

も、御説明の中に、安全上必ずしも重要でない設備のトラブルが含まれていたという御説

明がございました。今の齊藤先生と似たようなお話になるんですけれども、いろんな設備

のトラブル、機器のトラブルがあったとしても、研究開発用の機器と、安全管理上重要な

機器、カテゴリーを２つに分けられるかどうかは別にしまして、分けることが可能だとし

たら、研究開発用の機器は、言葉がちょっと悪いんですけれども、研究開発ですから、研

究開発のためのデータを取るということで、この機器はこっちなんですよとか、この機器

は安全管理上重要な機器ですよという、お話の中でありました透明性の確保も絡めて、も

う少し説明していただいた方がよろしいんではないかという気がいたします。

○大橋主査 ありがとうございました。

仁田先生、お願いします。

○仁田委員 年末年始にかけてトラブルが多いという話とか、技術力の話が齊藤先生や中

安先生からございましたが、年末年始は必ずトラブルが増えるというのは、私が保守を担

当したり、それから、品質管理を担当していたとき、毎年あることでして、当たり前では

ないかと思っているわけです。それから、今、安全管理と研究開発を分けるというのがあ

りましたけれども、技術力というのはやりながらアップしていくものであって、最初から

ちゃんとそろっていれば、何もプラントをつくる必要ないんで、いきなり商用プラントを

つくればいいんであって、開発プラントであったら、単純なミスも含めて、やりながら、

すべてはアップしていくものではないかと思いますので、こういうトラブルがたくさん起

こっていることに大変私は安心しているということを申し上げたいと思います。

○大橋主査 ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。よろしければ、近藤さん、よろしくお願いします。

○近藤所長 非常に幅広い御意見を賜りまして、ありがとうございます。すべてに完璧に

答えることはできないかと思いますが、お答えさせていただきます。
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まず、齊藤先生から御質問ありました。もんじゅは約 30 年前に設計されて、もう建設後

20 年ぐらいたっていて、運転という意味で言えば、15 年間止まった状態がようやく昨年度

動きだしたということであります。15 年前の運転状態のときに経験している人がもう３分

の１を切っているんではないかというぐらいになっております。私どもだけではなくて、

もともと設計して製作したメーカーサイドも世代交代が進んでいるという状態の中で、も

んじゅを再起動しよう、しかも発電炉として次の一歩を踏み出そうという状況であります

から、まさに今、言われたような困難の中でやっているということをまず自分たちはきち

っと認識しているということでございます。

そういった意味で、メーカーの方とも最近よくお話をしますけれども、当初、設計され

たときには、メーカーの方が日本のＦＢＲのために一生懸命設計してつくったもの、それ

が今あるんだから、一緒になってしっかり仕上げていきましょう、そのために技術を失わ

せないで継承していくということを一緒に努力していきましょうというお話をよく申し上

げているんですけれども、まさにそういうことをやっていかないといけないということが

あります。

それから、もんじゅの現場も、そういう意味では、世代交代を行っていく中で、しかも

人が２～３年で代わるという部署もあります。そういったところについては、確かに運転

員、保守員の能力向上をずっと図っていくための取組みを地道にやっていかなければいけ

ないということだと思います。

今、トラブルがあることはいいことで、それから学んで、組織として強くなれるという

ふうな温かい言葉もありましたけれども、それを許容するということではなくて、それを

しっかり受け止めて、いろんな改善活動をやる中で、それを通じて、地道ではありますけ

れども、働いている人たちの技術力、力量の向上につながるということを目指すことが基

本の姿勢だと思っております。人を育てないと運転できないということではなくて、いろ

いろ苦労しながら、トラブルも経験しながら、それを克服するということをＰＤＣＡの中

で地道に続けることが、原子力機構、もんじゅにとっては一番大事だと思っております。

それから、もう一つ、中安先生から重要な問題提起がございまして、もんじゅについて

いる、特に計装機器につきましては、研究開発要素が多いもの、あるいは研究開発段階の

ものもある。それと、本当に安全上きちんと動かなければいけない設備とは重要度分類が

違うんではないかという御指摘もありました。まさにそういったことも重要でありまして、

今後、40％、あるいは 100％に向けて取り組む中の項目として、その辺のところは是非検

討させていただきたいと思っておりまして、４番目の資料で、若干でありますけれども、

その辺のところも御説明させていただきたいと思っているところであります。

それから、申し遅れましたが、もう一つ、齊藤先生からあったお話の中で、原子力機構

は研究開発組織であり、技術開発を担っている組織なのだから、もんじゅについても、そ

ういった技術力の強化は当然組織全体としてあるべきではないかと。おっしゃるとおりで

あります。一方で、もんじゅは、やはり現場の安全を最優先にするという原子力事業者が
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持っている発電炉としての位置づけの方がもっと重要な面がございます。国民、地域の住

民の皆さん、そういった方に安心していただくということは、最新の技術を取り入れるこ

と以上に大事だと思っておりまして、もんじゅで働く者は、やはり発電炉としての信頼性、

安全性を確保することを最優先の姿勢として取られるということでございます。

勿論、もんじゅの外には技術開発、研究開発の部隊がおりますので、そういったところ

の力はいつでもかりられるようにということで、敦賀にもプラント工学研究センターがあ

りまして、例えば、もんじゅの保全計画を支えるための技術開発などをやっていただいて

いるわけですけれども、そういったところの力はいつでもかりられるようにということは

考えているところでございます。

不十分かもわかりませんけれども、以上、お答えさせていただきました。

○大橋主査 ありがとうございました。

齊藤先生。

○齊藤委員 今のお答えに対して、私はもんじゅの安全運転も含めての技術力を申し上げ

ているわけで、何も革新的なところだけと言っているわけではありません。例えば、炉内

中継装置のトラブルに対して、外部の有識者の委員会を立ち上げていると思いますけれど

も、その限定したものだけではなくて、やはりオールジャパンとしてもんじゅを支えてい

く必要がありますので、しかるべき専門家が所内で待機していますというんではなくて、

全社を挙げてやる姿勢でもってやるべきであると同時に、オールジャパンで、その分野の

専門家はいますので、そういう専門家がもんじゅを支えていくという体制というんでしょ

うか、動きというのは私は必要だと思います。そういうことで技術力をどんどん高めてい

ただきたいという意味でございます。

○大橋主査 ありがとうございました。

私は齊藤先生の御発言を拡大解釈しまして、大学はそうなんですけれども、新しいもの

をつくったり、開発したりして論文を書くと偉いんだと。手順書をいろいろチェックした

りというのは、非常に言葉は難しいんですけれども、そうではないんだという位置づけが

恐らくあって、こういう時代になってくると、そうでもないんだと。ひょっとすれば、論

文を書いたり、報告書を書いたりという方が光が当たって、手順書はだれかにちょっとや

らせておき、何でやっていないんだと、そういう風土を変えていかないと、という御指摘

のような気がして、そういうことは、今日御説明いただいた、きちんと管理しますとか、

手順書を見直しますということよりかは、もう一歩入り込まないと直らないような気がし

ます。

あと、近藤さんの御発言で、同じことをお考えだと思うんですけれども、高速増殖炉の

技術はそんな危ない技術をぎりぎり開発しているようなものではなくて、何の問題もない

ことを淡々とやっているところで、今日のような品質管理だとか、手順書とかいうことが

問題になれば、これは昔で言えば、ごめんなさい、直しておきますで済むところを、社会

的にそういうことはなかなか許されなくなってきたので、世代交代で人がいないとかとい
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うよりかは、今、申し上げたような、細かいところまで見るとか、手順書をつくるとかと

いう人に、その御苦労に対して光が当たるような組織に変えていく。そうすれば、特段問

題なく進めていけるような気が個人的にはしているところです。

そのほか、いかがでしょうか。

辻倉さん、お願いいたします。

○辻倉副理事長 辻倉でございます。

今、齊藤先生、それから、大橋先生からお話いただいたところは、現場管理、もんじゅ

の位置づけとして極めて重要なポイントだと認識をしております。現場の弁明をするわけ

ではないんですが、このところ、私自身も随分申してきましたし、現場の第一線の担当者

の認識もそれで大分そろってきたように認識をしておりますが、程度をどの程度にしてい

くのかというのは絶えず改善活動の中に置いておくという内容のものだと思いますけれど

も、もんじゅは、先ほどございました各論の技術開発ということに力点を置くのではなく

て、ナトリウム冷却のシステムをきちっと動かして、それに対するシステムの実証と、ど

ういうような組織形態、運用でそういうものが維持できるのかということを具体的な形で

示していくことが、もんじゅそのものの大きな課題というか、与えられた責任だと考えて

おります。

したがって、そういう中の１つの要素として、どのような要領書、あるいは作業手順書

で物事に取り組んでいくことが、そのようなことを達成していく上で１つの要素になって

いくのかといったことそのものが、この技術開発の１つの要素であり、成果であると、そ

ういう価値観、これは随分、発電所の中で普遍をしてきているように感じております。そ

のようなところのターゲットをはっきりと共有することで、自分たちの役割、あるいは技

術開発に対する自分たちの成果をどういう形で示していくのかということの価値がはっき

りしてまいりますので、この部分につきましては、軸がぶれないように、しっかりと機構

全体として持っていきたいと思います。

そういうことをやっていこうといたしますと、先ほどから御指摘ございましたけれども、

15 年間止まっていた間の人の入替えでございますとか、この辺りも、そういうことを形づ

けていく上では大きな影響を残していることは事実でございます。私どもは、そういうよ

うな環境の現実を踏まえて、もんじゅがやがて本格運転に移行し、これからの供用期間を

無事に過ごしていくために、機構の中では、常陽ですとか、あるいは過去の経験者の意見

がいただけるような形での取組みですとか、あるいは先ほどのメーカーの件もございまし

た。メーカーにつきましても世代交代が進んでおりますけれども、これはナトリウム冷却

のシステムを仕上げていくということでの３メーカープラス１、４メーカーの共用という

ような価値観もサイトの中では醸成してきております。１つのメーカーの作業につきまし

ても、ほかのメーカーからのコメントも出るような形での会議体の運用とか、こういった

ことも一体感を出していく上での１つの方策かと考えております。

先ほど近藤からもお話ありましたけれども、私ども、試運転の緒についたところでござ
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いますので、これからそういう世界を形づくってまいりますけれども、プラントは動いて

いきます。具体的に動いていくものが確実に安全に機能試験を達成していくことが大事で

ございますので、私どもの身の丈に合った形での管理を外さないように、先ほどのような

軸がぶれないように、現場の管理をやってまいりたい、そのように考えております。

○大橋主査 ありがとうございました。

そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。また後

ほど、水・蒸気系の健全性設備、あと、炉内中継装置の落下、また 40％出力に向けたとい

うところがありますので、立ち戻っていただいて御質問いただいてもかまいませんので、

よろしくお願いします。

それでは、議題の２へ進みまして、設備健全性確認の状況につきまして、ＪＡＥＡ殿か

ら御説明をいただきまして、引き続き事務局からということですけれども、ＪＡＥＡ殿か

ら 10 分ぐらい、事務局から５分程度でお願いできればと思います。

○高山部長 それでは、資料 28－２－１「40％出力プラント確認試験に向けた設備健全性

確認ついて」という資料を御説明させていただきます。私はプラント保全部の高山でござ

います。よろしくお願いします。

目次がありまして、その次の２ページから御説明していきます。もんじゅの現行の工程

をお示ししておりますけれども、昨年度、炉心確認試験を終了しまして、その炉心確認試

験と並行して水・蒸気系設備の健全性確認という、青い線の機器・設備レベルの点検を行

ってきました。

これについては、後ろの方に参考資料がありまして、13～ 16 ページにかけて、平成 14

～21 年度まで、本格的な点検ということで、水・蒸気系、蒸気タービン等の点検を行って

おりまして、それ以降、22 年の４月から、健全性維持の確認ということで、昨年の 12 月

まで、分解等によります機器・設備レベルの点検を行ってきました。それが 13～16 ページ

にかけて、主要な機器について掲載してございます。

２ページに戻っていただきまして、その後、12 月にそういった機器・設備レベルの確認

が終わりましたので、今月の 15 日から、次のステップの水・蒸気系設備の機能確認試験を

開始しております。その水・蒸気系設備の機能確認試験は、工程表の下にあります①～⑤

の大きく５分類の試験を順次やっていくという形で進めることにしております。これらの

水・蒸気系設備の機能確認試験と並行して、昨年の９月から、１次、２次主冷却系設備等

の点検も、通常、例年行っております点検ですけれども、並行して行っているという状況

でございます。

次に、３ページでございますが、12 月までに終わりました機器・設備レベルの点検の結

果でございます。環境による劣化とか、機械的劣化、電気的な劣化、いわゆる消耗品的な

ものの経年的な劣化につきまして、特筆すべきは、屋外に設置された配管の外面腐蝕によ

る減肉、それから、電気的な劣化で、計器の経年劣化による単品の精度外れ等が確認され

ましたけれども、総じて言えば、すべて健全であることを確認しております。



- 17 -

次に、４ページでございますが、今月から始めました水・蒸気系設備の機能確認試験に

対する取組みということで、これまでやってきたことを御紹介します。試験に当たりまし

て、事前の準備作業としまして、水・蒸気系設備、いわゆるタービン、復水、給水系設備、

これに想定される不具合事象の摘出を実施しております。

それから、先ほどヒューマンエラーという話もありましたけれども、この試験の要領書、

それから、試験に当たって、現場の弁の開閉状態が試験に合わせた形になっているかとい

ったような現場の再確認、こういったものも１月の中旬から２月の試験開始までの間で、

もう一度再確認を実施しております。

それから、あらかじめ想定される不具合事象についての公表の目安等も整備して、プレ

ス等へこういった考えで公表していきますということも説明を事前にしております。

その結果、２月 15 日に水・蒸気系設備機能確認試験開始ということで、循環水ポンプ、

これは復水器に海水を送るポンプですけれども、これの運転試験から試験を開始しており

ます。

その循環水ポンプの運転試験ですけれども、それまで長期保管状態にあった循環水系の

配管に久しぶりに海水が通るということで、事前に点検はしてございますけれども、フラ

ンジ等からの水の滴下とかにじみ、こういったものが想定内の事象として幾つか確認され

ています。ただし、それについては、フランジ等の増し締めによって、その日のうちに修

復されてございますし、循環水ポンプそのものの運転状態にも異常がないことを確認して

おります。

今、御説明した４ページの資料の個々について、５ページ以降にもうちょっと詳しく説

明しておりますので、御紹介します。

系統図がそこにありますけれども、最初にありました循環水ポンプの試験の目的として

は、系統内の圧力がポンプ起動によって上がりますので、弁のグランドとか、配管のフラ

ンジ、容器のマンホール、こういったところから海水や水が漏れる可能性がありますので、

そういったところに注意して試験を行っています。先ほど申しましたように、ゴムの伸縮

継手等から水の滴りがありまして、想定内事象でありますけれども、それを増し締めによ

って止めております。

右側の下に水色で書かれているものは、これからやる試験ですけれども、同様にそこに

書かれているような想定事象がありますので、そういったところに気をつけて今後の試験

を進めていくということです。

次に、６ページでございますが、これが１月の中旬から２月の中旬の試験開始までに行

った要領書、それから、現場の機器の状態の確認です。

まず、上の方は、試験前の機器の状態の確認ということで、試験要領書に定めた弁の開

閉状態になっているか、電源の投入状態がそうなっているかといったことを、実際の現場

の状態について確認しております。

それから、制御盤の中も、リフトと書かれていますけれども、本来つながっている配線
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が外されていないかということですけれども、そういったことがないことを改めて確認し

ております。

それと、要領書の内容についても、操作ミスを起こしそうな表現がないかとか、そうい

ったところのチェックを行って、当面必要な７件の試験の要領書について見直しを実施し

ました。

それから、７ページですけれども、試験の公表についての考え方です。あくまでも目的

は、40％に向けて水・蒸気系の機能試験でどういった成果が得られたかということを公表

していくという目的でやっていきます。

２番目の方針ですけれども、今もやっていますが、週に１回のプレスへのお知らせの際

に、試験の実施状況、それと成果を公表していくということにしております。また、試験

期間中にトラブル等が発生した場合は、その不具合情報について、重要度、緊急度に応じ

て公表していきます。

それから、公表に当たっての検討ですけれども、先行プラント、軽水炉、それから、火

力、勿論、ふげん、こういったものの不具合事例を調査しまして、想定される不具合事象

を整理しました。

その公表の仕方については、報道関係の方にもお話しして、そこで出された意見も取り

入れて、公表の仕方、次にありますように、試験実施状況の公表は毎週１回、法令報告等

のトラブルは勿論速やかに公表、トラブル情報に至らないような不具合事象であっても、

原則試験実施状況の公表時に併せて公表していくことにしました。

８ページですけれども、機能試験のここまでの成果ということで、まだ半月ぐらいしか

たっておりませんけれども、先ほども言いましたように、フランジから若干の水漏れがあ

りましたので、それについては適切に対処しております。

それから、運転試験の結果ということですけれども、勿論、循環水ポンプの出口圧力と

か、電流、振動、軸受温度、こういったものが規定値を満足するという形で運転できるこ

とを確認しております。

最後に、９ページ、まとめということですけれども、まず、最初の段階で復水・給水・

補給水系運転試験で循環水ポンプの試験結果、長期間停止状態にあったポンプですけれど

も、問題なく実施することができました。

２として、今後実施していく機能確認試験においても、今回得られた成果を反映し、安

全を最優先に実施してまいります。

３で最後ですが、今後実施していく試験ということで、冒頭の工程表でもありました５

分類がありますけれども、それぞれに、１番が４種類、２番目が３種類、３番目が１種類、

４番目が１種類、５番目が１種類、全部で 10 種類の試験を行っていく予定としております。

以上でございます。

○大橋主査 ありがとうございました。

それでは、引き続いて事務局からお願いします。



- 19 -

○原山新型炉規制室長 それでは、資料 28－２－２「もんじゅに対する設備健全性確認状

況について」、保安院と原子力安全基盤機構のペーパーをお手元に用意をいただきたいと

思います。

先ほど議題の１番でも触れましたが、原子力機構が進めている設備健全性確認計画につ

きましては、昨年６月に当院として策定いたしました確認の進め方に基づいて行っており

ます。立入検査については、ＪＮＥＳにも一緒に立入検査をしてもらっております。

水・蒸気系に対しましては、７月に立入検査を開始をいたしまして、これまで５回行っ

ております。昨年度中の４回までにおいて、原子力機構が設備の通水前に行う分解点検等

につきまして、保安院が確認すべきものについては、原子力機構が適切な手順に基づき点

検を行っていることを確認をいたしております。

ページを１枚めくって、３ページ目に具体的な設備が示されております。ここに示され

た設備は、先ほど御紹介いたしました６月に策定した進め方の中でリスト化を行っている

設備でございます。真ん中ほどの欄に、タービンとか、復水器、熱交換器等々に対する点

検に対しまして、小さく四角囲いがしてございますが、これらについての確認を終了いた

しております。

また１ページ目に戻っていただきまして、次に、水・蒸気系の系統レベルの機能試験に

対する確認、（３）のところでございますが、第５回の立入検査、これは本年２月 15、16

日で行いました。議題１でも触れましたけれども、この通水しての試験の開始に先立ちま

して、安全管理強化の方針や体制を確認するとともに、先ほど原子力機構から説明があり

ました手順書の再確認、あるいは不適合の水平展開、こういった状況を確認をいたしまし

た。その確認ができましたので、通水の試験を始めることになったわけでございます。

２ページ目をお開きいただきたいと思いますが、水・蒸気系の試験の体制といたしまし

ては、②のところにございますが、この実施の体制は、所長をトップとした保安規定に定

められた保安管理体制の下、プラント保全部が中心になって行い、また、非常時の場合は、

非常時の対応ということで、敦賀本部長をトップとする体制でやることを確認し、また、

今回の水・蒸気試験には協力会社が多数ありますので、第１回で始めます当該循環水ポン

プの試験に関わる各種の協力会社に対する指揮命令系統や分担の状況、こういったものを

確認をいたしました。こういったことを確認をいたした上で、初回の循環水ポンプ試験に

立ち会いを行ったわけでございます。

この試験の実施状況につきましては、原子力機構が説明をいたしましたとおり、つなぎ

目の部分の幾つかから水の滴下・にじみが発生をいたしました。それに対して、原子力機

構が対処し、そのにじみ・滴下が止まっているという状況をこの立ち会いにおいて目視で

確認をいたしております。

続きまして「２．使用前検査の実施状況」でございますが、使用前検査につきましては、

先ほどの確認の進め方で提示いたしました主要設備について、長期間運転をしていない設

備の機能の検査につきましては、使用前検査を行う。また、点検の過程で劣化が判明して、



- 20 -

補修や取替えを行った場合、それに対しては使用前検査を行うということで進めておりま

す。

先ほど３ページの表をごらんいただきましたけれども、もう一度ごらんいただきまして、

例えば、一番上の蒸気タービンの２つ目の列に警報、インタロックとございますが、こう

いった機能に係るものについて使用前検査を行っております。また、真ん中ほどの管及び

弁のところには主蒸気逃がし弁等、重要な弁がございますが、こういったものの警報、イ

ンタロック等について使用前検査を既に行っております。また、補修等で取り替えたもの

につきましては、例示といたしましては、ちょっと上の熱交換器の脱気器の下に一部取替

とございますが、取り替えたものについては、寸法、外観から使用前検査を行っていると

いうことでございます。

２ページに戻っていただきまして、最後に「今後の予定」でございますが、原子力機構

が更に設備健全性確認の計画に基づいて進めてまいりますので、引き続き当院といたしま

しては、立入検査及び使用前検査において、いわゆる使用前検査対象設備が健全であるこ

とを確認をしていく予定でございます。

以上でございます。

○大橋主査 ありがとうございました。

それでは、ただいまの２つの御説明に関連して、何か御質問、御意見はいかがでしょう

か。よろしいでしょうか。

１点、公表の基準というのがいつも結構問題になったりしますので、そこはこれまでど

おり、地元の方とか報道とよくすり合わせをお願いできればと思います。

そのほか。お願いします、岩井先生。

○岩井委員 今の御説明の中にもポンプの水の滴下・にじみということで、シールのお話

が幾つか出たと思うんですけれども、シールというのは結構地味な機械要素、部品ですけ

れども、漏れということに対しては非常に大事な機械部品だと私は思っています。それで、

ちょっと細かいことになるんですけれども、資料 28－２－１の参考資料の 12 ページに、

メカニカルシールの点検をメーカー工場にて実施中と書いてございますけれども、これに

対して、損傷がなかったとか、あったとか、そういうレベルで点検されているとは思いま

せんけれども、これに対する解析は、機構でもちゃんと共有された方がいいんではないか。

それは先ほど齊藤先生がおっしゃった技術力の問題で、意外とこういう部品が命取りにな

らないように、私は機械の方から見ていると、いつもそんなふうに思っています。そうい

う意味では研究に近づくんだと思うんですけれども、そういうところに少し注力していた

だけるといいんではないかと思います。

○大橋主査 ありがとうございました。

12 ページのメカニカルシールの辺りですけれども、これはそういうことでよろしいでし

ょうか。

○高山部長 はい。これは１次系、２次系のポンプの点検なんですけれども、ナトリウム
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系設備ですので、ポンプのインペラーを、羽根を見るということは、今、計画はないもの

ですから、ポンプの点検のメインはまさにメカニカルシールの点検です。したがって、す

り合わせするのが一番の目的なんですけれども、現場でやると、できないわけではないん

ですけれども、すり合わせの精度が余りよろしくないということで、１次系も２次系もメ

ーカーの工場に持ち込んですり合わせをやっています。勿論、今までのところで、シール

部分で不具合という報告はありませんけれども、今後も注意して管理していきたいと考え

ています。

以上です。

○大橋主査 ありがとうございました。

そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、あと、議題としまして「炉内中継装置落下事象への対応」と、もう一つ「40

％出力プラント確認試験に向けた課題への取組」というのがありますけれども、これはＪ

ＡＥＡ殿から御説明いただくことになって、その後、審議の時間を取っております。審議

の時間を多少長めに取りたいので、議題３、４をまとめて、ＪＡＥＡ殿から 10 分、10 分

程度で御説明をお願いできればと思います。よろしくお願いします。

○二之宮副所長 それでは、資料 28－３、炉内中継装置落下の対応状況と、年末に発生い

たしました非常用ディーゼル発電機Ｃ号機シリンダ割れにつきまして、もんじゅ副所長の

二之宮から説明させていただきます。

ページをめくっていただいて２ページ、炉内中継装置の落下から、現在、吊上げ準備状

況でございますけれども、それまでの状況について、少し振り返らせていただきます。

まず、御承知のように、８月 26 日、炉内中継装置を原子炉容器から引き抜く作業の途上、

約２ｍ引き上げた時点で炉内中継装置が落下いたしました。10 月１日には、その状況を中

間報告としてとりまとめて保安院へ提出してございます。10 月 13 日、吊り上げるための

グリッパに対策を施した上で、炉内中継装置の引抜き作業を実施いたしました。そうした

ところ、約 2.3ｍ吊り上げた時点で炉内中継装置がそれ以上引き抜けないという状況に至

りました。前回のこのもんじゅ安全性確認検討会は 10 月 20 日でございましたので、この

10 月 13 日までの状況を御説明してございました。

その後、11 月９日でございますけれども、炉内中継装置の内面から直接観察をするとい

うことを実施いたしました。その結果、炉内中継装置が途中で一部変形をしておって、そ

のままでは燃料を取り扱う機能を有していないと判断をいたしまして、その時点で原子炉

等規制法に基づき、保安院へ法令報告をいたしました。その後、ここには書いてございま

せんが、11 月 16 日には、外面から観察するということを実施いたしました。その状況は

後ほど御説明いたします。

内面、外面からの観察、それから、その後の解析等によって、炉内中継装置が燃料出入

孔スリーブというところの入口で干渉しておって抜けないということが判明いたしました。

そういうことで、引抜きの手順を検討いたしまして、その後、12 月 16 日、炉内中継装置



- 22 -

は、その周りにある燃料出入孔スリーブと一体で引き抜くことを決定いたしまして、その

旨、公表いたしました。また、その引抜きに当たっては、保安規定による特別な保全計画

を策定して進めるということも併せて発表いたしました。現在、炉内中継装置の落下の原

因究明と対策の検討、それから、引抜き・復旧作業の安全確保の対策、こういったものに

ついて鋭意検討を実施中でございます。

次に、３ページでございます。これは、先ほど申しましたように、内面、外面から観察

いたしました結果、途中で変形しているという、その変形の状況を解析によって求めて、

その状態をあらわしたものでございます。左に炉内中継装置、12ｍものの本体がございま

すけれども、その下から 4.8ｍぐらいのところに、実は上部の案内管と下部案内管をつな

いでいる接続部というのがございます。そこで大きく２本上下に接続されておりまして、

その接続部の状態は、絵で言いますと、一番右下の絵でございます。途中に接続ピンとい

うのが円周方向に８か所、ピンでもって上下がつながれている、そのピンが真ん中にある

ボルトで固定されている、そういう構造を取ってございます。

この状況を、内面、外面からの観察及び解析によって明らかにいたしました結果が、そ

の上の赤とか黄色とかが見えているものでございまして、真ん中に変形しているのがボル

トでございます。ボルトの周りに、少し外側に変形しているものが接続ピン、こういう形

で、下側にぐっと重力によって引っ張られて、この部分が変形をし、その変形によって外

側に少しはみ出しているということが解析でわかりました。

はみ出している状況が真ん中の絵の下側でございまして、燃料出入孔スリーブという筒

が外側にあるんですけれども、それは直径 465 ㎜のスリーブでございます。もともとはこ

こを通るような案内管になっておるんですけれども、両方合わせて５㎜ほど外側に張り出

しているということで、結局、465 に対して 470 ぐらいに広がったものでございますので、

ちょうどその部分が当たって引き抜けないという状況にあるというふうに推定をしてござ

います。

４ページでございますけれども、こういう状況を受けて、これはスリーブと一体で引き

抜くほかに方法がないという結論に達しました。

一体で引き抜くという方針を決定いたしまして、その一体引抜きに当たって、作業上、

どういう安全要求事項があるかというのが２でございます。一体引抜き・復旧作業という

のは、原子炉容器の中のカバーガスというものと外側の空気をきっちり隔離した状態で引

き抜く必要があるということで、かつ、原子炉容器の上で、こういう重量物をクレーンを

使って引き上げることから、原子炉カバーガスの隔離が１つ、それから、吊り荷の落下防

止が２点目、大きくこの２点が安全要求機能ととらえてございます。

３．原子炉カバーガスの隔離でございますけれども、作業期間中はいろいろな仮設治具

を用いてカバーガスを隔離して引き抜きます。その仮設の治具としては、プラバッグであ

るだとか、この引抜きのために新たにつくる簡易的なキャスクであるとか、一時的な仕切

板だとか、そういったものを用います。当然ながら、こういうものを開けるときには、そ
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の内部をあらかじめカバーガスであるアルゴンガスに置換をして、酸素濃度をしっかり低

く管理した上で、原子炉のカバーガスと一体化させるというやり方でございます。

それから、２番目は、この中の圧力のコントロールでございます。原子炉カバーガスの

圧力は余り高過ぎてもいけない、勿論負圧であってもいけないということで、大体 100 パ

スカルぐらいの微正圧でコントロールしながら進めることにしてございます。

それから、（３）でございますけれども、しかしながら、原子炉容器のカバーガスとい

うのは、現時点では非常に放射能は低うございまして、この放射性物質が低いということ

と、取り扱うものの放射線レベルも、実際取り扱うに当たって、全く安全上問題になるレ

ベルではございません。したがって、作業員の被ばくという観点では問題がないというこ

と。ただし、アルゴンカバーガスでございますので、空気より若干重いガスでございまし

て、漏れ出てきますと、下側にたまるという性質を持ってございますので、酸欠にならな

いような、労働安全衛生上の管理もしっかり行っていくということでございます。

あと「４．吊り荷の落下防止」。重量物は最大 46ｔぐらいのものを吊り上げることにな

っております。格納容器の天井に円形で旋回するポーラクレーンというものを持っており

まして、これは 200ｔまで持ち上げられる。これを用いて吊り上げるということでござい

ます。当然、新規製作する専用の吊り具等は、試験・検査によって健全性をあらかじめき

っちり確認することと、重量物の作業等はきっちり有資格者が行うとともに、２名以上の

監視人が安全を確認しながら作業を進める。こういう主立った安全対策を取って実施する

こととしてございます。

５ページ目が、実際に一体に引き抜く作業のイメージでございます。上側４つの絵が一

体で引き抜くときの手順、下側３つの絵が引き抜いた後、元に戻す復旧の手順の絵でござ

います。

上側の一番左が現状の状態でございます。現状はこのような状態で、炉内中継装置が燃

料出入孔スリーブとともに、その上に上部案内筒、あるいはドアバルブといったものがつ

いた状態が現状でございます。

ちなみに、この絵では、赤い文字で書いてあるものは、新たに製作する仮設機器を表し

ております。青い字で書いてあるものは、現在、常設で使っているものということで区別

をしてございます。

②へ行きまして、まず、干渉物を撤去いたします。干渉物は、ドアバルブであったり、

上部案内筒であったりいたしますけれども、これをプラバッグというバッグで覆いながら、

ポーラクレーンによって取り外すということをまず最初に行います。

③に入りますと、実際に炉内中継装置と燃料出入孔スリーブ、この赤いものでございま

すが、これを一体となって吊り上げる。これを吊り上げるときには、簡易キャスクと赤い

字で書いてございますが、これは新たに製作する簡易キャスク。蛇腹状態になって中をア

ルゴンガスに置換をしておいて、ずっと引き上げるというイメージでございます。

引き上げ終わった後は、その部分に燃料出入孔閉止プラグと、これも赤字でございます
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ので、新たにつくるものでございます。これはもうスリーブがなくなっておりますので、

新たにこういったものをつくって、プラグでふたをするというイメージでございます。上

側は仕切板をしっかり閉じて、原子炉容器内のカバーガスはここできっちり隔離をすると

いうことでございます。

取り出した炉内中継装置と燃料出入孔スリーブは、その後、ナトリウムを洗浄したり、

あるいは分解点検をしたり、それから、取り出したスリーブについては手入れ等を別の建

屋で行います。

下側３つが復旧でございますけれども、こういった復旧が終わった後は、４番目で施し

ました出入孔閉止プラグは取り外して、６番目で、もともと正規の燃料出入孔プラグを、

手入れをしたスリーブと一緒に元の状態におさめる。更に、その上に元々ついておる上部

案内筒と燃料出入孔、ドアバルブを設置する。これで元の状態ということでございます。

大体、ここまでの作業を秋ごろまでかけて実施をするという計画としてございます。

下の方に四角で文章が書いてございます。炉内中継装置の引抜き・復旧の方法等につき

ましては、敦賀本部内に外部有識者から成る炉内中継装置等検討委員会を設置をいたしま

した。第１回の会合を１月 18 日、ここで大まかな引抜き・復旧の手順を御説明してござい

ます。それから、昨日、２月 24 日、第２回。

○大橋主査 ちょっと時間がかかっていますので。

○二之宮副所長 失礼しました。

昨日、第２回会合を開かせていただきまして、この中で引抜き・復旧の詳細な手順の御

説明、それから、一部、これまでの原因究明等の状況についても御説明をいたしました。

その中で委員からは、今回の落下につきましては、設計上の問題点があるというような御

意見を賜っておることを付加させていただきます。

最後、６ページでございますけれども、これは 12 月 28 日でございますけれども、もん

じゅに設置してある非常用ディーゼル発電機、もんじゅはＡ、Ｂ、Ｃ３台の発電機を持っ

ておりますけれども、そのうちＣ号機を、分解点検を行った後、点検が終わって組み立て

て、負荷を与えた状態で負荷試験を実施して、回し始めておったところ、点検が終わった

№８というシリンダの、シリンダライナーと書いてありますけれども、これはシリンダそ

のものと思っていただいて結構です。シリンダにひび割れが確認されたということで、こ

れにつきましては、法令報告事象ということで、12 月 28 日に報告させていただきました。

現在、原因と対策を検討中でございますけれども、材料の引張試験であるとか、硬さの

測定、あるいは組織観察、化学成分の分析、シリンダヘッドに加わった締めつけ力、こう

いったことを鋭意、壊れた№８、あるいは、このときにはもう一つ、№２というシリンダ

とペアで交換しておりまして、それとの比較、そういったものを実施しているところでご

ざいます。

以上でございます。

○大橋主査 それでは、続けてお願いします。
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○近藤所長 それでは、引き続きまして、資料 28－４でございます。近藤から御説明いた

します。

これは先の１番目の資料と重複内容がありますので、その部分は割愛させていただきな

がら御説明させていただきます。簡単に説明したいと思います。

資料２ページ目でございますが、40％出力プラント確認試験に向けた取組みということ

で、先ほど来、原山室長からも御説明ありましたように、先回のこの検討会の場で基本的

な６項目の取組みについての計画をお示しして、具体的な内容については、この資料の後

ろに参考資料として付いてございます。それに加えて、最近の事例を踏まえて、安全管理

の強化をつけ加えて行っていくということでございます。この６項目のうちの進展したも

のについては順次御報告申し上げるということでございますが、本日は取組状況というこ

とで、（１）～（３）までの内容について、現状を御報告させていただきます。

３ページ目でございます。これは品質マネジメントシステムの強化というか、一層深め

ていくという活動の一環でございまして、炉心確認試験で経験を踏まえて、更にこれを進

化させていこうという中で、１つには、水・蒸気系の運転が始まることを踏まえて、こう

いった中から品質保証上の改善点があれば、それを取り入れていくことと、一連の最近の

不具合、あるいはトラブルを反映した安全管理の強化ということで、既に最初の資料で御

説明した４項目についての取組みをつけ加える形でこれを実施しているということでござ

います。これについては、重複になりますけれども、品質マネジメントシステムを自ら自

立的に回していく中にこの活動を取り込んでいくということでございまして、40％出力試

験を始める前までに、きちんと機構の中でも特別のマネジメントレビュー等を行って、そ

の辺の進展状況については、自らも確認するというプロセスを行う予定にさせていただい

ております。

４ページ目、５ページ目が、その他のところですが、まず、４ページ目、運転管理の改

善ということでは、最初には、炉心確認試験の経験を踏まえた取組みということで、その

過程で幾つか警報の発報がございました。これはすべて公表しているものでございます。

そういった中で、運転操作によってなるべくして鳴る警報とか、あるいは気温等の変化に

よって、自然現象によって警報が鳴る、そういったことがありました。これについては、

やはり発電炉として安定した運転をするという意味では、右側の黄色のところに書いてご

ざいますが、こういったものの警報の適正化はできないかという検討をしているところで

ございます。これから進めております水・蒸気系設備の運転試験、そういった中でも同様

に、こういった警報に関わる改善点が出てくると思いますので、その辺についても今後取

り組んでいきたいと思っているところでございます。

もう一つは、先ほどちょっと御議論がありました、もんじゅには幾つか研究開発要素の

ある計器が取りつけてございます。例えば、ナトリウム漏えい監視においては、ＲＩＤと

かＳＩＤといった形で、ごく微小のナトリウム漏えいを高感度で検出するようなものもつ

いてございます。こういったものも、高感度であるがゆえに誤警報を発生しやすいという
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要素があることと、そういった研究開発段階にある計装機器について、本来の「止める・

冷やす・閉じ込める」という安全機能の観点で、どこまで機能を要求するのか、そういっ

たことについて、更に検討を深めていって、より発電炉としての信頼性があるような機器

の運用の仕方についても、今後検討させていただきたいということでございます。

それから、５ページ目でございますが、保守管理という観点で行きますと、軽水炉にお

いて新検査制度に基づいて保全プログラムというものが既に導入されておりますが、もん

じゅにつきましても、軽水炉と同じように、保全プログラムに基づく保全計画というもの

を平成 21 年１月からスタートさせております。現在、ちょうど第２ラウンドの設備点検を

保全計画に基づいてやっているということでございますが、何分、もんじゅの場合は、定

期検査の経験もないわけでありまして、いろんな保全計画がいわば保守的に設定されてい

る面がございます。そういった意味で、炉心確認試験を挟んでのいろんな経験を基にして、

例えば、点検周期の見直しということも具体的にやっているところでございまして、具体

的な例を個々には説明しませんが、幾つか例示としてはそこに書いてあります。こういっ

たことを、今後、水・蒸気系の試験の経験なども踏まえて、更に行っていくことによって、

経験に基づいて、より効率的な保守管理を目指していきたいということでございます。

その中には、例えば、右側に書いてありますが、格納容器の全体漏えい率試験は軽水炉

でもやっております非常に重要な試験でございますが、そのときに、露点計というものを

使うわけですけれども、従来の経験では３か月程度の使用期間ということでありますが、

その辺は、今、試験を行っておりまして、もう少し期間の延長ということも検討させてい

ただいているということであります。また、研究開発要素のある機器ですとか、そういっ

たもののもんじゅにおける今後の運用について、引き続き検討させていただきたいと思っ

ておりますので、是非、皆様方の御意見を賜ればと思っているところでございます。

最後、これで終わりでありますが、繰り返しますけれども、これからいよいよ 40％に向

けての準備ということでありますので、品質保証におきましても、現場の管理におきまし

ても、発電炉の準備をきちっと整えるという視点に立ち返ってしっかりやっていきたいと

思いますので、ひとつ、どうぞよろしく御指導をお願いしたいと思います。ありがとうご

ざいました。

○大橋主査 ありがとうございました。

それでは、残りの時間、ただいま御説明いただきました資料 28－３と 28－４、または全

体を含めてで結構ですので、御質問、御意見をいただければと思います。

では、橋詰先生、次に菊地先生、お願いします。

○橋詰委員 素朴な質問ですけれども、スリーブと一体で引き抜くということですね。絵

で見ますと、炉の上に大変な重量がかかりますね。これだけの重みのものが炉の上に乗る

というのは、これまで想定外だったと思うんですけれども、大丈夫なんですか。

○二之宮副所長 炉内中継装置、約 3.3ｔのものが２ｍから落ちた、そのときの衝撃とい

うのは構造解析をしておりまして、原子炉容器の上の部分は分厚い遮へい体のふたになっ
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てございまして、そちらについては構造健全上問題がないことを確認しております。

それから、今回、一体で引き抜くときには、いろんな重量物を扱いますけれども、その

中でも最大でも 64ｔぐらいのものを、先ほどから申しましたように、200ｔのクレーンで

引き抜くということでございますので、重量物の運搬に当たっては、細心の注意が必要で

ございますけれども、吊り上げるということに対しては問題ないと判断しております。

○橋詰委員 わかりました。

それと、もう一つ、燃料棒の中継装置は同じような形で元に戻して、今後も使うという

ことですね。

○二之宮副所長 落下いたしました炉内中継装置は、こういう形で変形をしておりますの

で、作り直すこととしております。

○橋詰委員 装置のシステム、設計上は同じということになりますね。

○二之宮副所長 はい。今回、落下させた原因は、これをつかむ原子炉機器輸送ケーシン

グというもののグリッパの、つかむ側の問題が非常に大きかったということで、そちらに

ついては、当然、原因を踏まえて、落下防止の対策をしっかり取る必要がございますけれ

ども、現時点では、炉内中継装置そのもの、つかまれる部分の問題は基本的にはなかった

ととらえております。

○橋詰委員 検討委員会が設計上の問題があると指摘されたのは、その部分であって、装

置全体は指していないということですね。

○二之宮副所長 はい。吊り上げるグリッパ側の問題点のことを言ったと理解しておりま

す。

○橋詰委員 その部分だけの設計ミスという解釈でよろしいですか。

○二之宮副所長 はい。回転をして、それによって爪が十分に開かない、回り止めが十分

ではなかった、そういう構造に問題があったと、そういう見解でございました。

○橋詰委員 もう一つよろしいですか。今回は、落ちたことはこういうことが考えられる

と思うんですけれども、１つには、２㎜の隙間が障害になっているわけでしょう。こうい

う場合はあるんではないかと思うんです。長い装置の中で、１㎜、２㎜の狂いが考えられ

ることはあると思うんです。劣化したり、場合によっては地震等の揺れによって１～２㎜

程度のずれというんですか、ゆがみとか、そういうものは今後考えられるんではないかと

思うんですけれども、その都度、上がらないということになりませんか。

○二之宮副所長 非常に長尺物を非常な精度でつくり上げている、まさに 465 ㎜に対して

460 ㎜というような、非常に精度のよい設計をしておりますけれども、これはやはりナト

リウムのベーパーが上がらないだとか、遮へいが十分に行われるべきだとか、いろんな設

計上の要求でそういう最適な設計をしておりますので、一般の精度と比べれば、非常に高

い精度を要求しておりますけれども、原子炉の設計、製作においては、そういう高い精度

で製作しておるということがございます。

○橋詰委員 せっかく全部取り出すんですから、この機会に少しその辺りを改善したらど
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うかなと、素人の考えですけれども、多少の柔軟性というんですか、幅を持たせることが

いいんではないかと思うんです。全部丸ごと取り出す機会はないでしょう。その機会にそ

ういうものを少しずつ改善されたらどうかなと、これは素人の素朴な考え方ですけれども、

そういう考え方はないかということです。

○近藤所長 原子炉容器のふたですけれども、今回は燃料交換のためのプラグの部分です

が、ほかにも制御棒の駆動機構が入ったり、幾つかそういうものがございます。基本的に

は、原子炉の中にはナトリウムがありまして、その上にカバーガスがあって、原子炉の上

は空気雰囲気ですから、そこを基本的に遮断するというのが一番大事な目的になります。

それから、今、二之宮が説明しましたように、放射線の遮へいをきちっと行うということ。

もう一つは、隙間がまるっきりないと、今、先生、まさにおっしゃったように、何かあっ

たときに引き抜けない。隙間が全くないと、カバーガスにはナトリウムの蒸気があります

ので、蒸気が蒸着して、かじってしまうということがありますので、ある程度のクリアラ

ンスは必要なんですけれども、一方で、ナトリウムのバウンダリをしっかりつくる、ある

いは遮へいをちゃんとやるという意味では、できるだけそれを小さくしたいということの

最適設計の中で今のクリアランスが決まっているという問題なんです。今回のものは。

○大橋主査 いえ、御指摘は、そうやって設計したのはよくわかるけれども、地震で変形

したり、経年的に何かなったりすることがあるので、設計上の、図面上の、こうこう、こ

ういうことに対してということ以外に、そういう不確実さを入れるということがあり得る

んではないかという御指摘です。

○橋詰委員 そういう具合に今後備えたらどうかということです。せっかく丸ごと取り出

す機会に、そういう経験とか教訓は生かされないかということです。元の形で、そのまま

またおさめてしまうわけでしょう。そうすると、将来、何回か使っているうちに、そうい

うゆがみとか、ひずみとか、あるいは地震に対して、揺れなどがあって、１㎜とか２㎜、

余裕を持たせたものにした方が、実際にそういう方が長く用いられるんではないかと思い

ます。

○辻倉副理事長 本装置は、燃料交換のときに一時的に原子炉容器の外にありますものを

持ってきて、そこに据えつけて、燃料の交換をやりまして、燃料の交換が終わりますと、

引き抜いて、炉外において保管をして、これがない状態で運転をいたします。したがって、

200℃という高温の中にありますものの、運転のときのような 400℃とか、そういう条件下

では使用しないということ。

それから、今回、せっかくのチャンスだから、改良できる点があれば改良したらどうだ

という御指摘はそのとおりでございまして、どういう点が変更可能なのかということにつ

いては、考慮してみる余地はあろうかと思うんですけれども、先ほど担当の者から御説明

していますように、現状の仕様で今まで使ってまいりまして、落下したことは事実で、落

下したことによる変形はございましたけれども、遮へい設計ですとか、あるいは輸送のパ

ストを形成するという機能、炉外から燃料を持ち込んで炉心の方に燃料輸送していくとい
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う機能、炉心から持ち出すという機能、この辺りは現在の設計で、ある意味で言うと、齟

齬なく機能を発揮してきておるものですから、現在の時点で、どこどこの機能に何がしの

劣化が想定されるから、あれを変えなければいけないというニーズが、私どもユーザーサ

イドに必ずしも見出せておりません。したがいまして、現在の機能を確実に確保していく、

それから、もともと設計上考慮された要点を今後の運用の中で確実にしていこうとすると、

現行の設計を踏襲するのがいいだろうというのが私どもの現在の判断です。

今、申しましたように、これは取替えのときだけに使うようなものですので、これから

長く供用していく中で、何がしかの不具合が出てくれば、当然改良ということは考えてま

いりたいと思いますけれども、現時点であれをこういうふうに変えていかないと、その機

能が達成することについて問題だという不具合点がないものですから、現時点での私ども

の判断は、先ほども申し上げましたようなことでまいりたいと考えております。

○大橋主査 ありがとうございました。

この装置については、そういう御判断でということだと思いますけれども、今、御指摘

いただいたように、図面上の最もいいことだとか、最適な点で我々は設計しがちなんです

けれども、経年変化だとか、何か起きたときの耐用性ということを考えると、設計が変わ

る部分があり得るような気が私もしまして、広く御検討をお願いできればと思います。

お待たせしました。菊地先生、よろしくお願いします。

○菊地委員 橋詰先生と同じ炉内中継装置の件でございますけれども、実は今日、この会

議で原因と対策が報告されるものだと私は思っていたんです。それで期待して来たんです

けれども、まだ現状報告ということで、いつごろ最終的というんですか、原因と対策が出

されるのかということが聞きたかったというのがまず第１なんです。そのときにきっと設

計上の問題があるから、こういうふうに改造するとか、また、メンテナンス上の問題があ

れば、手順を改良するんだという話があるんだと思ったんですけれども、まだだというん

ですが、それはいつまでにするかということをまず聞きたいということ。

それから、もう一つは、外観検査とか、内部から検査された結果から、ボルトが変形し

ているという図がございます。３ページの右側の上の方ですけれども、これは、ボルトの

内側が下になって、案内管の外面の方が上になっているわけですね。そうすると、このボ

ルトはいつ変形したんですかということです。吊り上げていって、最初に変形したのか、

落ちたときに変形して、こういう形になるんですか。私はわからないんですね。最低それ

ぐらいのことは言っていただければどうかと思ったんです。

以上です。

○大橋主査 ありがとうございました。

いかがでしょうか。

○二之宮副所長 原因と対策については、現在まだ鋭意検討中、今、とりまとめている段

階でございますので、いつまでにということは現時点で申し上げることはできませんけれ

ども、最終的な詰めをやっているところでございます。
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それから、これの変形でございますけれども、上下につないでいる下部の部分が大体 1.

3ｔぐらいの質量がございます。それが２ｍ落ちたときに、ここから下の質量が接続ピンと、

それを止めているボルトに直接かかりますので、そのときの荷重でもって変形を解析した

結果、下に引っ張られると同時に外側に張り出すという変形が解析上出てまいりましたの

で、下への引っ張られた量を内面と外面の観察からとらえまして、大体８㎜下がっている

という観察結果が出まして、それと解析と組み合わせると、外側への張り出しが大体５㎜

であると。観察と解析から描いている現状の姿がこういうものでございます。

○大橋主査 ありがとうございました。

落下の原因については、我々は前回お伺いしたもので間違いないと思いまして、この委

員会で議論が出ましたのは、ああいうグリッパの回転というのを考えなかったということ

は、技術者が図面を見たり、先ほどの橋詰先生の御指摘と同じで、こういうふうにやれば、

こういうふうに動く、齊藤先生のお言葉をかりれば、集団思い込みで、みんなそう思って

いるところを、こう回転するんだとか、そういう見落としが、配管図だとか計装図に出て

こない、こういう燃料取扱系だとか、ほかの重要な系でないですかという御検討を水平展

開をお願いしたいというのが山中先生などが言っておられたところです。今の、落下原因

はもうわかっているではないかということと、水平展開に関して、お考えをお伺いできれ

ばと思います。

○二之宮副所長 原因と対策、それから、水平展開というのは基本的にセットで考えるべ

きものでございまして、直接的な原因は、回った、それが回るということが設計上考慮し

ていなかった、あるいはゴムのワッシャーだけの締めつけで十分であると考えておった、

その設計上の問題点はあった、これが一番大きな要因であろうととらえております。それ

を排除すべき対策を取るという対策の方向性も、ほぼ見えているところでございまして、

回ってはいけないものが回ったということで、それが及ぼす影響、あるいはそれに対する

予防措置、そういったものを踏まえて、同種のものがないか調べるということが水平展開

になる、そういうことでとりまとめようと思っているところでございます。

○大橋主査 ありがとうございました。

そのほか、いかがでしょうか。全体に関してでも結構ですけれども、大体、以上のよう

な点でよろしゅうございますでしょうか。お願いします。

○仁田委員 ちょっと教えてほしいんですけれども、シリンダ割れで、引っ張り試験とか、

硬さ測定、組織観察、化学成分分析、シリンダヘッドの締めつけ力、これはこれでいいと

思うんですけれども、一般にこういうことをやるとき、衝撃試験とか、連続の振動試験と

か、ひねる試験とか、そういうのがいろんな機器の設置環境基準に載っているので、そう

いうのはやらなくていいんでしょうかという単純な質問です。

○大橋主査 ディーゼルの方ですね。

○仁田委員 はい。衝撃が特に効くんではないか。それから、連続的な診断。こういうも

のでも共振を持つ可能性がありますね。
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○高山部長 その辺も、要因分析をした上で、必要なものはやるようにしています。今、

先生おっしゃった中で、曲げ試験はやっているんですけれども、要因分析の結果から、衝

撃試験については要らないだろうと、今、我々の方では判断しています。

○仁田委員 そういう判断が別途のところでできているということですね。

○高山部長 要因分析の方で必要なものを抽出して、今の試験計画をつけてやっています

ので、その中で、残念ながら衝撃試験は不要という判断をしています。

○仁田委員 振動試験はどうなんですか。要するに、３ＵＬを与えて連続的にやるもので

す。

○高山部長 振動試験も、机上の検討はするようにはしていると思うんですけれども、実

物で振動でどうこうするという試験は今のところ計画されていません。これも一応、要因

分析をやった上で、そういうふうに試験項目を選定して進めています。

それと、先ほど二之宮の説明でなかったんですけれども、このディーゼルは 12 気筒のエ

ンジンでして、昨年の 11 月から点検をやっていまして、その際、12 気筒のうち２気筒を

点検した、その２気筒のうちの片方がひび割れを起こしています。したがって、一緒に点

検したもう片方の２番というシリンダも一緒に調査をしているんですけれども、更に残り

の 10 気筒も同じような観点で調査が必要だろうということで、それの調査を今週ぐらいか

らかかったところでして、その辺の結果も含めて最終的に評価していきたいと考えており

ます。

○大橋主査 よろしいでしょうか。ありがとうございました。

では、福長先生。

○福長委員 全体的なことで、私、今回はとても難しくてわからなかったんです。メカニ

カルシールって何だろうといろいろ考えていたら、お話についていくのがとても大変とい

う状況だったんですが、まず、全体的に、どうしてヒューマンエラーがこんなに多いんだ

ろうというのが私はすごくショックで、こういう検討会で何回もお話をして、最善のもの

というふうに思っていたんですけれども、今回改めて手順書などを見直すということの中

身を見ると、ダブルチェックにすると。そういうのは基本的な話なんではないかと私は思

ってしまいました。

それから、大橋先生もおっしゃいましたけれども、やはり公表の問題で、透明性があり

ながら信頼を得られるような公表をしていただきたいということです。

それから、炉内中継装置なんですが、落ちた原因はグリッパがうまく開かなかったとい

うところで、たしかボルトの問題だったと。そして、検討会のときに、ボルトだったらば

振動などで外れてしまうことがあるので、一体化するようなことも考えたらどうかという

お話があったと思います。さっき橋詰先生もおっしゃいましたけれども、設計上のミスで

すというお話があって、そうすると、復旧するときには、そういうところはクリアになる

のか、そこら辺を教えていただきたいと思います。

○大橋主査 ありがとうございました。



- 32 -

いかがでしょうか。１つは、ヒューマンエラーの件に関して、もう一つは、ボルトが確

かに緩んで回転してしまったわけですけれども、そこを今後どうするか。

○二之宮副所長 ねじ構造で止まっておったということで、それの回り止めというのが一

番根本になるわけでございまして、今、原因と対策、最終的な詰めを行っておりますが、

基本的にはボルトという構造はなくす方向も１つの大きな方向として、現在検討に上がっ

ているところでございます。

それから、一体で引き抜くときには、通常用いる引き上げ装置ではなくして、一体とな

ったものをクレーンで持ち上げますので、今後使うときには、そういう対策を施したもの

を使っていくということでございます。

○大橋主査 ありがとうございました。

○辻倉副理事長 今、御指摘いただきました公表の件、それから、ヒューマンエラーが多

いのではという件、冒頭の議論の中に一部お話があったかと思うんですけれども、まず、

現場でのトラブルの状況と、それに対する私どもの取組みの現状については、御説明した

とおりでございます。

現在、私どもは試運転の 40％に向けてという過渡期にございまして、併せて、先ほどか

ら御説明ありました炉内中継装置のトラブル対応ということも並行して、現場の実態とし

てある。そういう流れの中で、現在、私どもが持っております現場の管理の体制でござい

ますとか、リソース、これを最大限有効に、どういう形で組み合わせていくのがよいのか

というのが私どもの品質管理の取組みのポイントだと思っております。

具体的には、当面のトラブル回避ということから、まずは現場の作業に直結いたします

作業要領書ですとか手順書を完璧なものにしましょうというところから取り組んでいるわ

けでございますけれども、当然これがすべてではございません。本来的には、全体の、こ

れから取り組んでまいります機能試験の各項目、そういったものについて、事前に十分な

力量と検討時間を踏まえた形での仕上がりを工程の中でつくり上げていくという管理の体

制を確実にしていくことが私どもに課せられた取り組むべきことと考えておりまして、こ

れは品質保証の根幹でございます力量でございますとか、リソースの配分でございますと

か、こういったことを現在、私どもが現場で活用できるもの、あるいは組織外から御協力

いただけるもの、最大限に活用して、最終の品質の確保をしてまいりたい、このように思

っております。

○大橋主査 ありがとうございました。

そのほか、いかがでしょうか。どうぞ、お願いします。

○岩井委員 今の公表の問題のところで、敦賀本部に設置された検討委員会の位置づけと

いうのはどうなっているのか。だんだんわかりにくくなるんではないかと思います。とい

うのは、そこで検討されたことは内部の検討の話なのか、それとも機構が外に向かってそ

れを公表されているのか。あくまでも内部の検討委員会だから、それをまた機構の中でオ

ーソライズされたものが公表されるのかなというふうに思ったりするんですけれども、何
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か代弁されているのか、第三者としておっしゃっているのか、敦賀本部の中に設置された、

機構が設置されたということで、その辺は非常に微妙なんではないかと思います。その辺、

もしすみ分けができているんであれば、おっしゃっていただけるとありがたいと思います。

○近藤所長 では、ごく簡単に。内部で設置した有識者の委員会ということでございます

が、もともとはＩＶＴＭの引抜き作業は大事だということを、自治体も国も、皆さん、共

通認識として持っておられて、地元の自治体からも、ここはしっかりと専門家のチームを

つくって確認してもらいながらやってくださいという要請が、例えば、福井県から文部科

学省にもあったこともありまして、あくまで機構の中の有識者の委員会ではありますけれ

ども、結果についてはすべて公表しますという位置づけでやっていますし、例えば、文部

科学省の方もオブザーバーで参加していただいて、一緒に議論するということでやってお

ります。

内容は、技術的に専門的な意見を伺うということで、議論自体は自由にやっていただく

という意味で、会議自体は非公開なんですが、頭撮りはしていただいて、結果については

すべて公表するという位置づけでやっております。ただ、ＩＶＴＭの技術的な引抜きのた

めの検討がメインでありますから、その委員会で原因がどうであるかという確定というこ

とではなくて、原因・対策については、あくまで法令報告という形で私どもが国に報告し、

それを場合によってはこういった場でも、御報告申し上げていくものであると認識してお

ります。よろしいでしょうか。

○大橋主査 ありがとうございました。

よろしいでしょうか。

○岩井委員 はい。

○大橋主査 そのほか、いかがでしょうか。ありがとうございました。特にまとめる意図

はありませんけれども、私もトラブルの個別にお伺いすれば、それほど大したあれではな

い、うっかり入ってしまったとか、そういうことだという気がする一方で、今まで我々が

いろいろやってきて、この時期に何でこんなにという気もするところで、委員の先生方か

らも両方御意見をいただきました。これはＪＡＥＡ殿も重々おわかりで、今後、６項目と

してやっていかれる中で反映いただけると思います。

御注意いただきたいのは、保安院の活動で軽水炉の動きなどを見ていますと、設計だと

か何かという建設のフェーズを超えて、保守とか運転が重要になってくると、先ほど申し

上げましたような手順書をチェックするとかいうようなところに人とリソース、お金をか

けながらやっていくことが時代の流れになってきておりますので、論文を書くという話も

申し上げたんですけれども、論文を書くというよりは、そういう手順書をつくってという

ことにだんだん光が当たるように、もう一歩深めてお伺いいただければと思います。

あと、いただいた意見を全部御参考いただければと思うんですけれども、図面上、こう

こう、こういうふうに動くということをもう一歩進めれば、何か不確実なことが起こると

か、経年変化があるとかいうことが、炉内一元化に取り入れるかどうかは御検討いただく
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として、いろんなところでそういう不確実さを設計に反映していくということが第一にな

ってきますので、先ほど申し上げた点と今のような点が高速炉開発の実証炉に、また実用

炉につながっていく重要なパスだと思いますので、是非よろしくお進めをお願いできれば

と思います。

それでは、おおよそ予定させていただいた時間になってきておりますので、本日の審議

を終了にしたいと思いますけれども、引き続き何か御質問、御意見がありましたら、随時

事務局までお寄せいただければと思います。

最後に、事務局から今後の予定の御説明をお願いします。

○山本検査課長 本日は長時間にわたりまして貴重な御意見をちょうだいいたしまして、

大変ありがとうございます。

次回検討会の日程につきましては、後日、事務局からまた御連絡をさせていただきたい

と存じます。

それから、本日御審議いただきました資料につきましては、もし大部でということでご

ざいましたら、机に置いていただければ、事務局より郵送いたしますので、そのまま置い

ていただければと思ってございます。

以上でございます。

○大橋主査 ありがとうございました。

申し忘れましたが、この委員会は保安院の保安活動のエンドースというか、バックアッ

プする委員会でありますので、今日、事務局から御説明いただきましたようなアクティビ

ティを保安院とＪＮＥＳ殿でしていただいて、ＪＡＥＡともどもよろしくお進めお願いで

きればと思います。

以上をもちまして本日の安全性確認検討会を閉会にしたいと思います。御審議いただき

まして、また御説明いただきまして、ありがとうございました。


